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共創による地域づくり推進協議会設置要綱 
 
 （設置） 

第１条 地域のまち・絆づくり検討委員会からの提言を踏まえ、コミュニティ（自治協議会、

自治会・町内会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され

た組織等をいう。）をはじめ、企業や NPO、大学など様々な主体と共に創っていく「共創」

によるまちづくりに取り組み、必要な事項等についての情報交換及び協議を行うために、

「共創による地域づくり推進協議会」（以下、「協議会」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

 (1) コミュニティとの共創のあり方に関する協議等。 

 (2) 地域における各主体の共創に関する協議等。 

 (3) 各主体における共創の取り組みに関する協議等。 

(4) その他、共創及びコミュニティに関すること。 
 
 （組織） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学識経験者         １名 

(2) 自治協議会等会長      ２名 

(3) 経済団体          １名 

(4) 公民館館長         １名 

(5) 大学関係者         １名 

(6) ＮＰＯ関係者        １名 

(7)  企業関係者         １名 

(8) 地域活動実践者       １名 

(9) 区長又は区総務部長     １名 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、任期の途中で委員の交代があった場合は、後任

者の任期は前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 
 
 （会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 
 
 （会議） 

第６条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又

は説明を求めることができる。 

３ 会議は、原則としてこれを公開する。 
 
 （事務局） 

第７条 委員会の事務局は、市民局コミュニティ推進部コミュニティ推進課に置く。 
 
 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 



附 則 

  この要綱は、平成 28年３月 28 日から施行する。ただし、この要綱施行の日に現に委員

である者の任期については、第４条第１項の規定にかかわらず、平成 30年３月 31日まで

とする。 

   

附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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